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給実甲第２８号の一部改正について（通知） 

 

給実甲第２８号（一般職の職員の給与に関する法律の運用方針）の一部を下記

のとおり改正したので、令和８年４月１日以降は、これによってください。 

 

記 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改   正   後 改   正   前 
  

第１０条の４及び第１０条の５関係 

１ 初任給調整手当（第一種初任

給調整手当及び第二種初任給調

整手当をいう。以下同じ。）

は、職員の給与が第１５条の規

定その他法令の規定により減額

される場合においても減額され

ないものとする。 

２ 初任給調整手当の支給につい

第１０条の４関係 

１ 初任給調整手当は、職員の給

与が第１５条の規定その他法令

の規定により減額される場合に

おいても減額されないものとす

る。 

 

 

２ 初任給調整手当の支給につい



ては、人事院規則９―３４（初

任給調整手当）及び規則９―７

の定めるところによる。 

第１０条の６関係 

１・２ （略） 

ては、人事院規則９―３４（初

任給調整手当）および規則９―

７の定めるところによる。 

第１０条の５関係 

１・２ （略） 
  

 

以   上 


